
事 務 連 絡 

令和３年１０月８日 

不動産業における犯罪収益移転防止及び 

反社会的勢力のよる被害防止のための連絡 

協議会構成団体各位 

 

国土交通省不動産・建設経済局 

                  不動産業課不動産業指導室 

 

ＦＡＴＦ第４次対日審査報告書の公表等について 

 

日頃より不動産業行政にご理解・ご協力いただきありがとうございます。 

 本年８月３０日に、マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策のための国際基準の策定・

履行を担うＦＡＴＦ（金融活動作業部会）より、第４次対日相互審査報告書（別添１）が公

表されました。 

 併せて、政府は、今般の報告書公表を契機として、強力に対策を進めるべく、「マネロ

ン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」（別添２）を政府内に設置し、同会議におい

て、今後３年間の行動計画（別添３）を策定し公表しました。 

 不動産業におきましても行動計画（３．（２））に沿った更なる取り組みが求められて

おり、改めて連絡協議会構成団体を通じて各会員企業への周知すること等によりマネロン

対策についてより理解を深め、リスクベース・アプローチ（※注）の強化を図って頂くこ

ととなります。また、更なる取り組みの推進のため、現行の連絡協議会発行のハンドブッ

クの見直しや各種取り組みについてもご検討・ご協力の程何卒よろしくお願いします。 

取り急ぎ各団体におかれましては、今般の行動計画について、会員企業に対し広く周知

して頂き、ご理解を頂けるようご協力をお願いいたします。 

 

（※注）マネロン、テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチ 

    金融機関やその他の特定事業者が、自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特

定・評価し、これを実効的に低減するため、当該リスクに見合った対応を講じる

ことをいう。犯罪収益移転防止法においても、リスクベース・アプローチに係る

規定が導入されている（第８条第２項、第11条第４号他）。 



参考：財務省ＨＰ 

〈対日審査結果報告〉 

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/fatfhoudou_20210830_1.html 

〈政策会議〉 

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/index.html 

 

以 上 



























 

 
マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議の設置について 

 
 

令 和 3 年 8 月 1 9 日  
関 係 省 庁 申 合 せ  

 
  

１  我が国のマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関して、国の政策及び活動

を企画、立案し、それらの総合的な推進を図るとともに、関係行政機関の緊密な

連携を確保するため、資金洗浄・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議（以下「政

策会議」という。）を設置する。 

 

２  政策会議の構成員は、別添のとおりとする。ただし、議長は必要があると認め

るときは、関係行政機関の職員その他関係者の出席を求めることができる。 

 

３ 政策会議は、必要に応じ、分科会を開催することができる。分科会は、関係省

庁の職員をもって構成する。 
 
４ 政策会議の議事は、非公開とする。 
 
５  政策会議の庶務は、金融庁、法務省及び外務省の協力を得て、警察庁及び財務

省において処理する。 
 

６  前各項に定めるもののほか、政策会議の運営に関する事項その他必要な事項

は、議長が定める。 

資料―１ 
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別添 

マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議の構成員 

 

 

 

議 長  
警  察  庁 刑事局組織犯罪対策部長 

財  務  省 国際局長 
 
幹 事  

金  融  庁 総合政策局長 
法  務  省 大臣官房審議官 
外  務  省 総合外交政策局長 

 
構成員  

内 閣 官 房 内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補室付） 
内閣官房危機管理審議官 

内  閣  府 政策統括官（経済社会システム担当） 
    大臣官房公益法人行政担当室長 

カジノ管理委員会 監督調査部長 

証券取引等監視委員会 事務局長 
総  務  省 大臣官房総括審議官 
公 安 調 査 庁 次長 
国  税  庁 次長 
文 部 科 学 省 国際統括官 
厚 生 労 働 省 政策統括官（総合政策担当） 
農 林 水 産 省 経営局長 
経 済 産 業 省 商務・サービス審議官 
国 土 交 通 省 不動産・建設経済局長 
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マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画 

１．マネロン・テロ資金供与・拡散金融に係るリスク認識・協調 
 項目 行動内容 期限 担当府省庁等 
(1) 国のリスク評価書

の刷新 
マネロン、テロ資金供与及び拡散金融に対する理解を向上させるため、リス

ク評価手法の改善等によって、国のリスク評価書である犯罪収益移転危険度

調査書を刷新する。 

令和 3 年末 警察庁、財務省、金融庁、法

務省、外務省、その他関係省

庁 
(2) マネロン・テロ資

金供与・拡散金融

対策政策会議の設

置 

「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」を設置し、マネロン、テ

ロ資金供与及び拡散金融対策に係る国の政策を策定・推進する。 
実施中 警察庁、財務省、金融庁、法

務省、外務省、内閣官房、そ

の他関係省庁 

(3) 国の政策策定 刷新された犯罪収益移転危険度調査書に基づき、マネロン、テロ資金供与及

び拡散金融対策に係る国の政策を策定する。 
令和 4 年春 警察庁、財務省、金融庁、法

務省、外務省、内閣官房、そ

の他関係省庁 
２．金融機関及び暗号資産交換業者によるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策及び監督 
 項目 行動内容 期限 担当府省庁等 
(1) マネロン・テロ資

金供与・拡散金融

対策の監督強化 

マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する監督当局間の連携の強化、

適切な監督態勢の整備するほか、リスクベースでの検査監督等を強化する。 
令和 4 年秋 金融庁、その他金融機関監

督官庁 

(2) 金融機関等のリス

ク理解向上とリス

ク評価の実施 

マネロン・テロ資金供与対策に関する監督ガイドラインを更新・策定すると

ともに、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に係る義務の周知徹底を図

ることで、金融機関等のリスク理解を向上させ、適切なリスク評価を実施さ

せる。 

令和 4 年秋 金融庁、その他金融機関監

督官庁 

(3) 金融機関等による

継続的顧客管理の

取引モニタリングの強化を図るとともに、期限を設定して、継続的顧客管理

などリスクベースでのマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化を図る。 
令和 6 年春 金融庁、その他金融機関監

督官庁 

資料―２ 
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完全実施 
(4) 取引モニタリング

の共同システムの

実用化 

取引時確認、顧客管理の強化および平準化の観点から、取引スクリーニング、

取引モニタリングの共同システムの実用化を図るとともに、政府広報も活用

して国民の理解を促進する。 

令和 6 年春 金融庁 

３．特定非金融業者及び職業専門家によるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策及び監督 
 項目 行動内容 期限 担当府省庁等 
(1) 監督ガイドライン

策定・リスクベー

スの監督強化 

マネロン・テロ資金供与対策に関する監督ガイドラインを更新・策定すると

ともに、適切な監督態勢を整備するほか、リスクベースでの検査監督を強化

する。 

令和 4 年秋 警察庁、特定非金融業者及

び職業専門家所管行政庁 

(2) 特定非金融業者及

び職業専門家に対

するリスク評価・

顧客管理強化等 

マネロン・テロ資金供与対策義務に関する周知徹底を図り、リスク理解を向

上させる。この他、マネロン・テロ資金供与対策の強化の一環として、継続的

顧客管理及び厳格な顧客管理措置、疑わしい取引の届出の質の向上に取り組

む。 

令和 4 年秋 
 

警察庁、特定非金融業者及

び職業専門家所管行政庁 

４．法人、信託の悪用防止 
 項目 行動内容 期限 担当府省庁等 
(1) 法人・信託の悪用

防止 
法人及び信託がマネロン・テロ資金供与に悪用されることを防ぐため、法人

及び信託に関する適切なリスク評価を実施し、リスクの理解を向上させる。 
令和 4 年春 法務省、警察庁 

(2) 実質的所有者情報

の透明性向上 
全ての特定事業者が、期限を設定して、既存顧客の実質的所有者情報を確認

するなど、実質的所有者に関する情報源を強化する。 
令和 6 年春 法務省、警察庁、特定事業者

所管行政庁 
株式会社の申出により、商業登記所が実質的所有者情報を保管し、その旨を

証明する制度を今年度中に開始するとともに、実質的所有者情報を一元的に

管理する仕組みの構築に向け、関係省庁が連携して利用の促進等の取組みを

進める。 

令和 4 年秋 

(3) 民事信託・外国信

託に関する実質的

信託会社に設定・管理されていない民事信託及び外国信託に関する実質的所

有者情報を利用可能とし、その正確性を確保するための方策を検討し、実施

令和 4 年秋 法務省、その他関係省庁 
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所有者情報の利

用・正確性確保 
する。 

(4) 法人・信託に関す

るガイダンス作成 
都道府県警や国税庁等の法執行機関向けに、法人及び信託の実質的所有者情

報に適時にアクセスするためのガイダンスを作成する。 
令和 4 年秋 警察庁、財務省及びその他

関係省庁 
(5) 特定非金融業者及

び職業専門家の顧

客管理の実施 

全ての特定非金融業者及び職業専門家に実質的所有者情報の確認を含む顧客

管理義務の対象とすることを検討し、所要の措置を講じる。 
令和 4 年秋 警察庁、特定非金融業者及

び職業専門家所管行政庁 

５．マネロン・テロ資金供与の捜査及び訴追等 
 項目 行動内容 期限 担当府省庁等 
(1) マネロン罪の法定

刑引上げ 
組織的犯罪処罰法について検討し、所要の措置を講じる。 令和 4 年夏 法務省、FATF 対応室（仮称） 

(2) マネロン罪の捜

査・訴追の強化 
重大・複雑なマネロンの更なる捜査・訴追や、マネロンの起訴率の向上のた

め、タスクフォースの設置、各種通達等の発出等を行い、これらを踏まえた

捜査・訴追を実施する。 

令和 4 年秋 法務省、警察庁 

(3) 捜査・没収の強化 犯罪収益や、マネロンに関連する犯罪供用物の押収・没収・追徴を適切に実

施するため、リスクが高い分野に関する犯罪収益追跡捜査、没収・追徴及び

その保全の積極活用、没収の執行強化を行う。 

令和 4 年秋 法務省、警察庁 

(4) 税関の対応強化 国境での現金の差し止めを強化するとともに、現金の輸出入情報の警察庁へ

の共有を促進する。 
実施中 財務省 

(5) テロ資金等提供罪

の強化 
テロ資金提供処罰法について検討し、所要の措置を講じる。 令和 4 年夏 法務省、FATF 対応室（仮称） 

(6) テロ資金等提供罪

の捜査・訴追の強

化等 

テロ資金等提供罪の捜査・訴追に関する関係省庁の連携強化のためのタスク

フォースを設置し、テロ資金等提供罪の捜査・訴追に取り組む。 
また、テロ資金供与のリスク理解向上のため、当局及び特定事業者への周知

を実施する。 

令和 4 年秋 法務省、警察庁、その他関係

省庁 
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６．資産凍結及び NPO 
 項目 行動内容 期限 担当府省庁等 
(1) 資産凍結措置の範

囲の拡大と明確化 
制裁対象者に支配される者等の資産凍結を実施するとともに、外為法による

資産凍結措置の範囲を告示等により明確にする。また、国際テロリスト財産

凍結法についても検討し、所要の措置を講じる。 

令和 4 年夏 【外為法】 
財務省、経済産業省 
【国際テロリスト財産凍結

法】 
FATF 対応室（仮称）、警察

庁、その他関係省庁 
(2) 遅滞なき資産凍結 国連安全保障理事会制裁委員会等による資産凍結等の対象となる個人・団体

の指定後遅滞なく資産凍結措置を行うため、告示の発出プロセスを迅速化す

る。 

実施中 
 

外務省、財務省、警察庁 

(3) 特定事業者による

資産凍結措置の執

行の強化 

特定事業者のモニタリングなどにより、第三者が関与する制裁対象者との取

引の防止を含め、資産凍結措置の執行を強化する。 
令和 4 年秋 財務省、特定事業者所管行

政庁 

(4) 大量破壊兵器拡散

に関わる居住者の

資産凍結 

国連安全保障理事会決議等で指定された大量破壊兵器拡散に関わる居住者の

資産凍結を実施するための法制度の整備について検討し、所要の措置を講じ

る。 

令和 4 年夏 FATF 対応室（仮称）、警察

庁、外務省、財務省、経済産

業省、その他関係省庁 
(5) NPOのリスク評価

とモニタリング 
NPO がテロ資金供与に悪用されるリスクについて適切に評価を行い、リスク

ベースでモニタリングを実施する。 
令和 4 年春 内閣府、文部科学省、厚生労

働省、外務省、警察庁、財務

省 
(6) NPO への周知 高リスク地域で事業を実施する NPO の活動の健全性が維持されるよう、テ

ロ資金供与リスクとテロ資金供与対策の好事例に関する周知を行う。 
令和 4 年春 内閣府、文部科学省、厚生労

働省、外務省、警察庁、財務

省 
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